
第９章　運輸・通信

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

771 716 778 525 784 443 793 136 801 891

524 758 527 043 529 982 532 866 537 724

58 344 58 910 59 379 59 380 59 206

普 通 車 16 871 17 046 17 149 17 149 17 050

小 型 四 輪 車
小 型 三 輪 車

39 760 40 090 40 414 40 438 40 328

被 け ん 引 車 1 713 1 774 1 816 1 793 1 828

2 568 2 498 2 468 2 503 2 439

普 通 車 1 687 1 645 1 629 1 629 1 588

小 型 車  881  853  839  874  851

451 171 452 845 455 229 458 056 463 053

普 通 車 243 647 249 359 255 033 262 428 271 439

小 型 車 207 524 203 486 200 196 195 628 191 614

11 190 11 300 11 411 11 425 11 521

1 485 1 490 1 495 1 502 1 505

20 026 20 999 22 072 22 945 23 552

226 932 230 483 232 389 237 325 240 615

二 輪 車 15 793 16 317 16 792 17 308 17 668

三 輪 車  6  7  6  6  4

四 輪 貨 物 車 45 600 46 319 46 843 47 495 47 947

四 輪 乗 用 車 165 533 167 840 168 748 172 516 174 996

2 351 2 426 2 449 2 516 2 522

92 855 92 721 92 476 92 510 93 355

50cc 以 下 ( 一 種 ) 68 823 67 091 65 615 64 521 64 573

～125cc以下(二種) 24 032 25 630 26 861 27 989 28 782

　資料：九州運輸局、財政局税務部課税企画課

（ 別 掲 ）

乗 合 自 動 車

乗 用 自 動 車

特 種 用 途 車

この表は各年度末現在の市内の保有自動車台数である。
(1)登録自動車とは、道路運送車両法による自動車登録ファイルに登録されたもの。
(2)特種用途車とは、コンクリートミキサー車、タンク車、冷凍車など。
(3)小型特殊自動車とは主としてフォークリフト、農耕用自動車など。
(4)原動機付自転車（一種）はミニカーの台数を含む。

８　保　有　自　動　車　台　数

貨 物 自 動 車

登 録 自 動 車

原 動 機 付 自 転 車

小 型 特 殊 自 動 車

車 種

総 数

小 型 二 輪 車

軽 自 動 車

大 型 特 殊 車
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